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第１０回独立行政法人評価委員会農業分科会 議事要旨

農業分科会事務局

１．日時：平成１５年８月１１日（月） １３：３０～１７：００

２．場所：三田共用会議所第３特別会議室

３．出席者：井上眞理委員、小林信一委員、鈴木三義委員、夏目智子委員、

間一彦委員、日和佐委員、松本聰委員、安部新一臨時委員、

清野英二臨時委員、忠聡臨時委員、渡辺臨時委員、

石田裕美専門委員、泉本小夜子専門委員、岡智専門委員、

菊池一郎専門委員、佐々木珠美専門委員、佐藤洋一専門委員、

高橋芳幸専門委員、武田恭明専門委員、田嶋一専門委員、

土居則子専門委員、長尾美奈子専門委員、深見元弘専門委員、

福田晋専門委員、佛田利弘専門委員、松井徹専門委員、

守田純治専門委員、森戸英幸専門委員

４．議事

（１）平成１４年度業務実績評価及び財務諸表について

（２ （独）家畜改良センターの目的積立金について）

（３ （独）農業者大学校の業務方法書の変更について）

（４）役員に対する報酬等の支給の基準の変更について

（５）新設独法の中期目標等について

（６）その他

５．議事概要

（１）平成１４年度業務実績評価及び財務諸表について

○各法人のＰＴ主査から、１４事業年度の評価結果の概要について説明を行

った。財務諸表及び１４事業年度実績評価結果については、農業分科会と

しては承認された。

委員等からの意見は以下のとおり

[消費技術センター]

・消費技術センターの評価シートでＣｏｄｅｘ規格として提案されている重

金属の農産物中における実態調査で生産者団体から試料が提供されなかっ

た理由は何か。試料が提供されなかったことで調査の目的は達成できたの

か。また、行政ニーズがなかったのでダイオキシン類の調査分析を行わな

かったとあるが、行政ニーズがなければ調査分析を行わなくてよいのか。
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[肥飼料検査所]

・肥飼料検査所が実施した汚泥肥料の検査点数は何点か。

これに対し各法人から以下のとおり説明を行った。

[消費技術センターへの意見に対して]

（消費技術センター）

・Ｃｏｄｅｘ規格に係る野菜の重金属の実態調査事業では、試料の収集はセ

ンター以外の機関が行い、センターは当該機関から送付された試料の分析

のみを担当した。このため、計画どおり試料が集まらなかった理由はセン

ターではわからない。なお、目標点数のサンプルは収集できなかったが、

調査の目的である重金属の実態把握に必要な資料作成は達成されたと聞い

ている。

ダイオキシン類の調査分析については、食品総合研究所等の試験研究機関

から技術的指導を受けながらそれらの機関と共同で実施しているが、今年

度は、本調査の実施主体である試験研究機関からの要請がなく、結果とし

てセンターでの調査分析は行わなかった。

[肥飼料検査所への意見に対して]

（肥飼料検査所）

・平成１４年度の汚泥肥料の立入検査件数は２４１件、収去点数は２１０点

である。

（２ （独）家畜改良センターの目的積立金について）

○事務局から資料にそって説明後、事務局案どおり承認された。

（３ （独）農業者大学校の業務方法書の変更について）

○事務局から資料にそって説明後、事務局案どおり承認された。

（４）役員に対する報酬等の支給の基準の変更について

○事務局から資料にそって説明を行った。

委員からの意見は以下のとおり。

・新基準では、独法で役員が退職の場合は、独法で退職手当を払うのか？

国の勤務期間の退職手当を独法で払うのはおかしいと思う。

これに対し事務局から以下のとおり説明を行った。

（事務局）

・ 当該公務員が国への復帰を前提としていない場合には）独法で支払うこ（

ととなる。独法とは今後、調整をしながら決めていくことになる。
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（５）新設独法の中期目標等について

○各新設独立行政法人所管課長及び法人から資料にそって説明を行った。

委員からの意見は以下のとおり。

[要望について]

・文書の表現ぶり（口語体と文語体）を統一してほしい。

[４法人について]

① 数値目標設定の根拠を教えてほしい。農林漁業信用基金については、認

可法人として総務省から厳しい勧告が出されたと聞いているが、勧告を受

、 、 。けた事項については 独立行政法人化されることにより 解決されるのか

② 信用基金と年金基金について、サービスの実際の実施主体は、市町村な

り協会ということであるが、これらのことをもっと中期計画に書き込んで

はどうか。

③各法人ともホームページへのアクセス件数等を過去の実績、ページ更新の

間隔等を基に数値目標化しているが、そもそも目標に値するものなのか。

[農畜産業振興機構について]

・農畜産業振興機構の中期計画には（第２国民に対して提供するサービスそ

の他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置」の「１

畜産業務関係」の「(3) 畜産に係る補助」の「⑤その他畜産の振興に資

するための事業 「牛肉のトレーサビリティー・システムの確立等を図」）

る 」と記述されているが、先行独法の家畜改良センターとの業務分担は。

どのようになっているのか。

[農業者年金基金について]

・農業者年金基金について、中期計画の第２の１の「(2)申出書等の迅速な

処理」について、６０日あるいは９０日と記載されているが、業務受託機

関として、ちょっと長いのではないかと感じる。

・業務方法書の別添「年金給付等準備金運用の基本方針」の３で運用資産の

構成割合について記述があるが、厚生年金等でも、国内株式の低迷等を受

け運用結果がマイナスとなっており、目標値がそもそもマイナスというこ

。 、とにならないか また資金運用委員会を開いて検討するとの記述があるが

マイナスの報告だけをするということであればいかがなものか。

[農林漁業信用基金について]

・農林漁業信用基金について、中期計画の第２国民に対して提供するサービ

スその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置の中



- 4 -

で、事務の迅速化、インターネットを利用した情報提供等についてふれら

れているが、借受け者に対するコンサルタント業務等もう少し踏み込んだ

記述はできないか。

これに対し各法人から以下のとおり説明を行った。

[４法人共通の意見に対して]

（農畜産業振興事業団）

①国民に提供するサービスの向上について、数値化することにより、サービ

ス等の内容が国民にわかりやすくなり、また評価も行いやすいというメリ

ットがある。例えば、業務の実施期間については、現行の実績より、１～

３割程度の短縮を図ることを目標にしている。

②ホームページへのアクセス件数については、ＢＳＥ問題で件数が多かった

平成１４年度の１４０万件を数値目標としており、意欲的な目標と考えて

いる。アクセス件数を数値目標とすることは、情報の鮮度アップ、情報の

見やすさの改善等の努力を通じて目標が達成されることになるものであ

り、中期計画の内容として適当と考えている。また、情報提供業務の充実

が重要だと考えている。

（農業者年金基金）

①考査については４７都道府県を２年に一度実施、申出書の処理期間につい

ては、過去の実績等を勘案して設定している。

②業務の実施に当たっては、市町村の農業委員会、ＪＡ等に業務委託を行っ

ているところ。これらの実態を踏まえ、電算化システム等について業務受

託機関との連携を密にしていく。また研修を実施することにより、業務受

託機関の業務運営能力の向上を図ることとしている。

③アクセス件数の数値目標については、ホームページを開設してから間もな

いことから、過去２カ年の平均としている。当面この目標で状況等を把握

し、その後、次のステップへと進むことを考えている。また、ホームペー

ジを通じた情報提供だけでなく個々の加入者への情報提供等も行っていき

たいと考えている。

（農林漁業信用基金）

①認可法人として総務省からの勧告を受け、林業、水産業、業務運営の３点

について触れられているが、例えば、分かれている事務所の統合等中期計

画案に反映させているところ。

②独法化後についても、従前同様業務の中核をなしている基金協会との連携

の強化を図って行きたい。

③金融関係の数値については改定が頻繁にある。このため、インターネット
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ホームページについては、最新の状況を提供する有力な手段となっている

ところ。まだ日も浅いことから、これから検証作業を行っていきたいと考

えている。

（水資源開発公団）

①法人の経営をガラス張りにするということから、透明性確保のため十分精

査を行った上で数値目標を設定しているところ。

②インターネットについては、台風時や渇水などの際に、どの程度水を供給

できるかを示すなど、公団と利水者を結ぶ有効なコミュニケーション手段

であると考えている。また、経営内容の明示の観点から財務諸表について

も積極的に公表しているところ。

[農畜産業振興機構への意見に対して]

（農畜産振興事業団）

・トレーサビリティー・システムの基幹業務である個体識別システムの運営

は家畜改良センターが行い、機構は補助事業の実施を通じ、関係事業者が

同システムの円滑な実施に対応できるよう支援するものである。

[農業者年金基金への意見に対して]

（農業者年金基金）

・農業者年金制度の事務は、月を単位とした処理をしていることと、農家か

ら、ＪＡの窓口を通じ農業委員会を経て基金へという流れになっており、

約3,000の農業委員会と約 1,000のＪＡを窓口として対応している現状で

は今以上の日数の短縮はなかなか難しいところ。また、資金運用について

は、３月末の経済状況を受け、運用初年度からマイナスとなったところで

あるが、年金については、中長期的視点にたった運用が求められていると

ころである。短期的に見て一喜一憂するものではないが、６月～７月にか

けてプラスに転じているところである。今後の運用方法については運用委

員会の中で検討していくこととしている。

[農林漁業信用基金への意見に対して]

（農林漁業信用基金）

・現在でも、林業部門においては、直接保証を行っており、利用者へのサー

ビスの一環として相談に応じるなど、県の基金協会と情報提供、研修など

協調して業務を実施していきたい。

また委員から以下のとおり意見があった。

・数値目標について、業務運営の効率化の部分について、各法人調整中とい
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うことで、○％と標記されているが、今後削減目標が具体化される時は、

各法人の自主的判断となるのか、あるいは統一的に大きな削減目標とされ

るのか。このことは、今後毎年度の評価に関わってくる事項でもある。

これについて事務局から以下のとおり説明を行った。

・独立行政法人化に当たっては、財政当局等とのやりとりの中で、今まで以

上に経費の削減を図れないかという話になっている。統一的になるか、各

法人ごとになるか、最終的にどのように落ち着くかは不明だが、行革事務

局や参与会議等の指摘を踏まえて各法人が検討しているところ。

（６）その他

○本日の会議全体を通して、委員より意見を求めたところ、以下のとおり意

見があった。

・国立の農業者大学校と都道府県立の農業者大学校の関係はどのようになっ

ているのか。

これに対して事務局からは、次回の分科会においてお知らせすることとし

たいと説明した。


